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 答申甲第29号（諮問甲第41号事案） 

 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   平成28年度における特別養護老人ホームへの入所申込等に関する調査（以下「本件調査１」

という。）及び平成29年度における宮城県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（以下「本

件計画」という。）の見直しに向けた介護保険施設入所希望者調査（以下「本件調査２」とい

う。）を実施するために，県内の介護保険施設（特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設を

いう。以下同じ。）から入所希望者の個人情報を収集することは，いずれも個人情報を取り扱

う事務の目的を達成するために必要なものであり，第３の事項に留意すれば，入所希望者の権

利利益を侵害するものではない。 

 

第２ 諮問に至る経緯及び諮問内容 

 １ 諮問に至る経緯 

   宮城県（以下「県」という。）では，平成27年３月に平成27年度から平成29年度までの３か

年計画として本件計画を策定したが，介護保険法(平成９年法律第123号)の規定により，市町

村の意向，施設利用実態等を基に３年ごとに見直しを行うこととされている。 

   本件計画の見直しに当たっては，介護保険施設における入所希望者の実態把握が必要である

が，多くの入所希望者が複数の介護保険施設に重複して入所を申し込んでいるため，重複申込

者数を除外する必要がある。この重複申込者数の除外を含めた実態把握の作業にあたっては，

利用目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を収集する観点から，介護保険被保険者番

号等の直接的に個人が識別されることのない個人情報のみで調査及び分析を行うことが望ま

しい。 

しかし，介護保険施設への入所申込み手続においては，入所申込者の介護保険被保険者番号

の未記入等が相当程度ある。また，介護保険施設への入所申込み手続中に他の市町村に住所を

異動する入所申込者も多く，その場合，転出先市町村から新たな介護保険被保険者番号を割り

振られるため，各施設が把握している介護保険被保険者番号が異なっていても入所申込者は同

一である場合もある。従って，介護保険被保険者番号のみによる調査では入所申込者数の重複
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を除外することは困難であり，県において介護保険施設における入所希望者の実態把握を行う

ためには，介護保険被保険者番号以外の直接的に個人が識別される個人情報も収集することが

必要な状況にある。 

また，国においては厚生労働省が過去にも全国調査を実施し，特別養護老人ホームの入所申

込者数等の実態把握を行ってきたところであるが，平成28年４月18日付けで都道府県に対し平

成28年度における本件調査１を実施するよう依頼しており，県は重複入所申込者数を除外した

上で，緊急度や入所申込時期等の調査項目を加えた，より詳細な実態把握を行うよう要請され

ている。 

   よって，重複申込者数を除外した上での入所希望者の実数，現在の居住場所，要介護度，緊

急度，申込年月日等の実態を把握して平成28年度における本件調査１へ対応するとともに，平

成29年度における本件計画の見直しの基礎資料とするための本件調査２を実施するため，各介

護保険施設を通して入所希望者の個人情報を収集する必要があることから，宮城県知事（以下

「実施機関」という。）は平成28年５月９日付けで個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第

27号。以下｢条例｣という。）第７条第３項第９号の規定により，宮城県個人情報保護審査会（以

下｢審査会」という。）に対して諮問を行った。 

   なお，実施機関は，平成26年２月24日付けで審査会に対して同様の内容の諮問を行い，平成

26年６月19日付けで答申（甲第24号）を受けているが，当該答申は平成26年度における計画の

見直しに限ってのものであるとともに，本件諮問は収集する個人情報が追加されていることか

ら，審査会に対して改めて諮問を行ったものである。 

 

 ２ 諮問内容 

以下の内容で個人情報を本人以外から収集することの妥当性について，審査会の意見を求め

られたものである。 

(1) 平成28年度における本件調査１の基礎資料として，介護保険施設入所希望者調査票により，

県内全ての特別養護老人ホームから，入所希望者の(3)に掲げる個人情報を収集する。 

(2) 平成29年度における本件調査２の基礎資料として，介護保険施設入所希望者調査票により，

県内全ての介護保険施設から，入所希望者の(3)に掲げる個人情報を収集する。 

(3)収集する個人情報は，入所希望者の個人情報のうち，介護保険被保険者番号，氏名，性別，

生年月日，満年齢，住所地市町村（保険者），要介護度，緊急度，現在の居住場所及び申込



 

3 

年月日とする。 

(4) 収集した個人情報を実施機関及び県内各市町村内で処理し，個人が特定されないよう統計

処理をした上で利用する。 

(5) 統計処理終了後，収集した個人情報は，抹消し，廃棄する。 

(6) 平成 32年度における本件計画の見直しの際には再度諮問を行うが，平成 31年度までに(1)

及び(3)から(5)までと同様の目的及び手法で調査を行う場合がある。 

 

第３ 個人情報を収集するとき等の留意事項 

 １ 今後，本件計画の見直しのために，県内の介護保険施設から入所希望者の個人情報を収集す

る際には，第２の２(3)に掲げる個人情報の項目を変更し，又は新たに追加をしない場合であ

っても，その時点の状況を踏まえた個人情報の収集の相当性について判断を要するため，その

都度諮問すること。ただし，本件計画の見直し前に本件調査１と同様の目的及び手法で調査を

行う際は，この限りでない。 

 ２ 第２の２(3)に掲げる個人情報の項目を変更し，又は新たに追加する際は，再度諮問するこ

と。ただし，個人情報の項目を削除する際は，この限りでない。 

 ３ 個人情報を収集するため各介護保険施設に対して協力を求める際は，当該個人情報について

は，条例に基づき，本人の権利利益を侵害することのないよう取り扱う旨を説明すること。 

 ４ 介護保険施設は条例第２条第３号に規定する事業者に該当することから，条例第41条第２項

の規定により，実施機関は介護保険施設に対し，個人情報の適正な取扱いについて指導及び助

言すること。 

 ５ 介護保険施設への入所希望者に対し，本件調査１及び２と同種の調査のために，県が介護保

険施設から入所希望者の個人情報を収集し，利用することがある旨周知徹底を図ること。 

 ６ 個人情報が記録された文書を介護保険施設から収集する場合には，原則として，介護保険施

設の職員から直接受け取ること。やむを得ず，郵送等の手段により収集する場合は，配達され

た事実を確実に確認できる手段によること。 

 ７ 実施機関内における個人情報の輸送体制についても６と同様とすること。 

 ８ 収集した個人情報を集計し，公表する際は，個人が特定されることのないよう注意すること。 

 ９ 統計処理が終了し次第，収集した個人情報については，確実かつ速やかに抹消し，廃棄する

こと。 



 

4 

 

第４ 審査会からの要請 

 現行制度上及びその運用上，介護保険被保険者番号のみで調査及び分析を行うことは難しい

とのことであるが，将来的に，住所，氏名等の直接的に個人が識別される個人情報を収集する

ことなく調査及び分析できる体制が整備できるよう実施機関は検討を続けられたい。 
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（参考）   

 

宮城県個人情報保護審査会委員名簿 

 

（平成 28年６月 16日現在） 

氏   名 職      名 備   考 

 飯 島  淳 子 学識経験者 会長職務代理者 

 佐々木  好 志   法律家  

 中 原  茂 樹 学識経験者   

 細 川  美千子 個人情報の保護に造詣が深い者  

 松 尾  大 法律家 会長 

  （五十音順） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


